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であった。また 1 月 4 日に撤去した排水管の排水口付近のスミヤサンプリングを行った結

果、排水口付近での汚染も確認される。 

1 月 29 日 事業所境界で汚染がないことを確認するため 3 階管理区域外作業室の外壁外

側、事業所境界線付近等のスミヤサンプリングを実施する（添付資料 3-1～3-4）。外壁外側

（添付資料 3-4）、事業所境界付近（添付資料 3-1）では汚染は確認されなかった。 

事業所境界の表面密度が検出限界値未満であることが確認され、汚染の範囲が事業所内

に収まっていることを確認した。 

1 月 4 日撤去の排水管より流れる 1階の最終排水口において 4.2E-02/cm2、外壁に取り付

けてある換気扇より 1.2E-01/cm2の汚染が確認される。 

2 月 10～18 日 3 階管理区域外作業室の除染作業を実施する。作業室壁面及び移動でき

ない物品表面の除染を行い、換気扇、蛍光灯の取り外し管理区域内への移動、床面の再除

染を 3 回行った。 

3 月 3～７日 1 月 4 日撤去の排水管より流れる側溝内の除染、及び最終確認のためのス

ミヤサンプリングを実施する。汚染が確認された 3 階管理区域外作業室床面、数か所につ

いてはただちに除染を実施し、詳細にスミヤサンプリングを行い、除染が完了したことを

確認した。 

5 月 18～28 日 管理区域外から管理区域内に移動した物品の除染、及び管理区域内の一

部の物品の除染作業を行った。2 回除染作業を行っても除染できないものについては減容処

理を行いすべて放射性廃棄物として指定ドラム缶への封入を行った。 

6 月 8～30 日 管理区域内物品の除染を行う。ガスクロ装置、エアコン、エアコンダクト、

作業台、蛍光灯等の除染を行い除染できないものについてはすべて放射性廃棄物として指

定ドラム缶への封入を行った。なお、除染物品については、管理区域外へ搬出した(搬出物

品はスミヤ測定で汚染のないことを確認した)。管理区域内の物品を除染後、管理区域の天

井、壁面の除染を行う。 

7 月 13～17 日 管理区域内の除染作業を行う。管理区域内の床材についてはすべて撤去

し放射性廃棄物として指定ドラム缶への封入を行った。 

7 月 27 日～8 月 3 日 管理区域内の壁面及び天井について、汚染検査を行い、汚染がな

いことを確認後に天井及び壁面等の塗装を行う。 

8 月 8～12 日 設置状態では除染できなかった天井のガス配管を撤去後に除染を行い、管

理区域内の床材張替を行う。 

8 月 22 日 管理区域内、作業台をポリエチレンろ紙で養生する。 

9 月 14 日 放射性廃棄物を日本アイソトープ協会へ引き渡す。なお、引き渡した放射性

廃棄物は、非圧縮性不燃物 41 本、不燃物 56 本、難燃物 21 本、可燃物 30 本、有機廃液 1

本、無機廃液 1 本、フィルター廃棄物 3 梱包である。 

管理区域内外(添付資料４)とも検出限界値未満まで除染を完了した。 
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○管理区域内での汚染 

 

 当社はガスクロマトグラフ ECD セルの組立・洗浄などを行っており、取り扱っている放

射線源はガスクロマトグラフ ECD セル用の線源のみである。核種は 63Ni と 3H （3H は平

成４年に許可使用に関する軽微な変更に係る変更届を行い、それ以降使用していない。）で

ある。 

 ガスクロマトグラフとはガスや気化できる化合物を分析する装置であり(添付資料５)、

ECD セルはその装置の検出器の一種で、含塩素化合物（ダイオキシン類や PCB 等）に代

表される親電子性化合物の分析に用いられる。(添付資料６) 

 ガスクロマトグラフ ECD セル内にはφ10ｍｍ×10ｍｍほどの空間があり、その中に円筒

状放射線源を収める。 

 

現在の放射線源は円筒状で、ニッケルの円筒内面に 63Ni がめっきされておりその上にさ

らに Ni めっきが施されて脱落防止がなされている。 

 平成 17 年以前の放射線源は 10ｍｍ×30ｍｍほどの金の平板片面に 63Ni がめっきされて

おり、脱落防止のための被覆はなかった。ガスクロマトグラフ ECD セル内に収めるために

は曲げ加工を行い円筒状に加工する必要があった。 

 さらにユーザーから返されたガスクロマトグラフECDセルは分解し、放射線源を取出し、

超音波洗浄機での洗浄、或いは平板に伸ばして廃棄用容器への収納を行っていた。超音波

洗浄はアルカリ溶液中で行っていたため溶液中に溶解した可能性はない。また溶液は全て

保管廃棄していた。この曲げ伸ばしの加工で 63Ni の微粉末が脱落し、超音波洗浄を行うこ

とでの飛散が起こったと思われる。処理室には排気設備につながったフード（レシーバー

式キャノピー型フード）が設置され、その下に置かれた単体のグローブボックス内で、ガ

スクロマトグラフＥＣＤセルよりの線源の取出し・線源の曲げ加工を行っていたが、グロ
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ーブボックス自体は排気設備に接続しておらず、ポリエチレンろ紙を敷いただけの状態で

あった。線源の洗浄作業は蓋のできるポリエチレンろ紙を敷いた超音波洗浄器専用台で行

っていた。超音波洗浄器専用台もまた排気設備には接続されていない。グローブボックス・

超音波洗浄器専用台に敷かれたポリエチレンろ紙は定期的に交換し保管廃棄していたが、

交換時にポリエチレンろ紙よりの微粉末の脱落があったことも原因になったと思われる。

また超音波洗浄自体は蓋を 2 重にして行っていたが、洗浄後アルカリの中和処理、水洗を

行うときは超音波洗浄器専用台隣の流しの近辺で行われており、この時、雑な作業を行う

ことで床へしずくが垂れたことも原因になったと思われる。ガスクロマトグラフＥＣＤセ

ルの組立には組み立て専用のグローブボックス内で行っていたが、製品は出荷前に全数ス

ミヤサンプリングを行い表面汚染の検査を行っており、検出限界以上の結果が出たことは

ないので、製品が汚染の持ち出しの原因とは考えられない。また微粉末は金属粉末と考え

られるので、かさ密度が高く、飛散しても空中を漂っている時間もわずかだと思われるう

え、管理区域内床面の測定結果（添付資料 1-1）において、広範囲且つ高レベルで汚染が確

認されており、汚染が拡大した要因は管理区域内で使用していたスリッパが原因であると

推察される。 

 取り扱っている線源が非密封線源とは言え、金属板状で機械的に切断でもしない限り分

けることができず、またそのような作業は一切行っていなかったため、微粉末が脱落し、

汚染が広がるといった意識がなかった。また放射線作業を行い始めた当初（昭和４９年）

汚染検査は GM サーベイメーターで行っており(63Ni はβ線放出核種であり、その最大エネ

ルギーは 66.9keV となっており、GM サーベイメーターでは検出できない)、その後検査方

法の見直しをせず GM サーベイメーターのみで行っていたため汚染の広がりに気づくこと

ができなかった。 

 

○管理区域外での人体の影響についての基本的な考え方 

 

 今回の汚染は低レベルで核種も低エネルギーのβ線放出核種であり、環境・人体への影

響はないものと推測されるが、詳細な検討を行った。 

 旭プレシジョンでの放射線作業はガスクロマトグラフィーECD セルに係る作業のみで、

ほかの作業は一切行っていない。また、放射性物質を管理区域外に持ち出して何かをした

ことはない。 

 管理区域内外では履物は履き替えることをルールとしていたが、管理が不十分で管理区

域内履物のまま上り框部分に踏み出したり、履き替え用に使用していた簀子を踏んだりし

たことが原因で長年の間に管理区域外に広がったのではないかと思われる。また放射線作

業者の動線にしたがって広がった床の汚染は、掃除機を使用して掃除を行うことにより拡

散し、壁、物品の汚染となったと考えられる。 
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掃除機を使用しないめっき作業場はトイレに行くための動線上しか汚染は見つかってい

ない。  

上り框付近（ブルーの粘着マットがひかれている部分に同じ大きさの簀子を 1枚置いていた。） 

管理区域外での人体の影響を評価するのにあたり、管理区域外でも管理区域内と同じ状

況に置かれたとして評価を行う。 

 

○ 人体の影響の評価 

管理区域外汚染場所において、常時立入している者(算定者)については、放射線業務従事

者として、登録されていた者であり、外部被ばくにおいては、過去 10 年以上、検出限界値

未満(バッジによる)であった。その測定結果から外部被ばくはなかったものと判断できる。

したがって空気中放射性物質濃度によって内部被ばくの影響を検討する。検討するに当た

り、一番被ばくが高いと考えられる管理区域内（処理室、調整室）で一日最大使用量を使

用した前提で、使用による被ばく及び表面汚染による被ばくを合算して評価を行う。 

 

イ）使用による空気中放射性物質濃度 

 

１）使用数量は許可数量を超えて使用することはない。3H は平成４年に許可使用に関する

軽微な変更に係る変更届を行い、それ以降使用していない。当時は旧法令であるが「国

際放射線防護委員会の勧告（ICRP Pub.60）の取り入れ等による放射線障害防止法関係

法令の改正について（通知）」（平成１２年１０月２３日科学技術庁原子力安全局放射

線安全課長通知）に沿って計算する。 

 

２）取り扱う線源は次のとおりである。 

63Ni は金或いはニッケル板に電着されたもので金属ニッケルである。 

３H は金上にコーティングされたチタニウム層に吸収されており金属結晶格子間に３H

原子が取り込まれた状態である。 
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３）飛散率は次のとおりとする。 

核種 物理的状態 取扱方法 飛散率 Ｄ 

63Ni 固体 グローブボックス内 0.01 

3H 固体 グローブボックス内 0.01 

※ グローブボックスは排気設備に直接接続されておらず、グローブボックス扉の開閉時

の金属粉末の飛散、及びポリエチレンろ紙交換時に金属粉末の脱落を考慮したが、取

り扱っている線源が非密封線源とは言え、金属板状で機械的に切断でもしない限り飛

散する可能性が低い、よって飛散率は、平成 12 年 10 月 23 日科学技術庁原子力安全局

放射線安全課長通知により、0.01 を使用する。 

 

４）排気能力は次のとおりである。 

対象室 排気量(m3/h) Ｅ  

処理室 360  

調整室 4,680  

 

５）1日最大使用数量は次のとおりである。 

核種 1 日最大使用数量 Ｂ 

63Ni 18,500MBq 

3H 
300mci×60 個 

（11,100MBｑ×60 個＝666,000MBq） 

 

６）次の計算方法によって算定する。 

「人が常時立入る場所における空気中の RI の１週間についての平均濃度」は次式に

より求める。 

  Ａ１ =Ｂ ×Ｃ ×Ｄ /(Ｅ × t ) 

Ａ１ : 人が常時立入る場所における空気中の RI の１週間の平均濃度(Bq/cm3) 

  Ｂ : １日最大使用数量 (MBq)  

Ｃ : １週間当たりの最大使用日数 (MBq) Ｃ = 5 である。 

Ｄ : 室内空気中へ飛散する割合(飛散率)  

Ｅ : １時間当りの排気量(m3) 

ｔ : 週間当たりの作業時間（ｈ）  t =週 40 である。 

また、それぞれの核種に空気中濃度限度に対する割合(濃度限度比)は次式により求める。

  

  Ｆ＝Ａ／Ｅ 

Ｆ：空気中濃度限度に対する割合(濃度限度比) 

Ｅ：空気中濃度限度(Bq/cm3) 
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計算結果 

核
種 

１日最大使用数量 

Ｂ 
空気中放射性物質濃度 Ａ１ 

(MBq) (Bq/cm3) 

  処理室 調整室 

63Ni 18,500 6.42E-02 4.94E-03 

3H 666,000 2.31E+00 1.78E-01 

 

ロ）表面汚染による空気中放射性物質濃度 

 

表面汚染による内部被ばくによる算定については、以下に示す条件で放射能量を仮定し，

空気中放射性物質濃度を算出した。なお、算定対象者は常時作業室（処理室もしくは調整

室内）に在室している者により評価した。 

 

・放射能量 

各作業室内の表面密度（間接測定法「平成 26 年 12 月 17 日付け」）結果において、安全側

を考慮して最も表面密度が高い値が確認された処理室・調整室内の床面の値を用いて、そ

れぞれ全面（天井を除く）汚染しているものと仮定し、放射能量を求めた。また、3H と 63Ni

とは明確に測定値を分けることは困難である。告示別表第二第四欄で定められている空気中

濃度限度が 63Ni の方が厳しい値となっているため、表面汚染は全て 63Ni として計算した。

なお、3H は平成４年に許可使用に関する軽微な変更に係る変更届を行い、それ以降使用し

ていない。 

 

１)表面密度の合算した放射能量 

処理室 

a. 床面；1.9Ｅ+01Bq/cm2(添付資料 1-1 No.8) 

放射能量；1.9E+01Bq/cm2×13.42m2(3.90m×3.44m)×10000cm2/ m2＝2549800Bq……① 

b. 南・北壁面 

放射能量;1.9Ｅ+01Bq/cm2×22.776 m2(3.90m×2.92m×2)×10000cm2/ m2＝4327440Bq…② 

c. 東・西壁面 

放射能量；1.9Ｅ+01Bq/cm2×20.090 m2(3.44m×2.92m×2)×10000cm2/ m2＝3817100Bq…③ 

合計；①～③＝10694340Bq(10.7MBq) 

調整室 

a. 床面；1.6Ｅ+01Bq/cm2(添付資料 1-1 No.11) 

放射能量；1.6Ｅ+01Bq/cm2×81.27m2(8.40m×8.88m＋1.35m×4.95m)×10000cm2/ m2＝

13003200Bq……① 
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b. 南・北壁面 

放射能量; 1.6Ｅ+01Bq/cm2×55.44 m2(8.40m×3.30m×2)×10000cm2/ m2＝8870400Bq…② 

c. 東・西壁面 

放射能量；1.6Ｅ+01Bq/cm2×68.13 m2(10.23m×3.33m×2)×10000cm2/ m2＝10900800Bq…

③ 

合計；①～③＝32774400Bq(32.8MBq) 

 

２）飛散率は次のとおりとする。 

核種 物理的状態 飛散率 Ｄ 

63Ni 固体 0.1 

※ 通常のＲＩ使用時の飛散率と同じとは考えられないため、「平成 12 年 10 月 23 日科学

技術庁原子力安全局放射線安全課長通知」の値の 10 倍とした。 

 

３）排気能力は次のとおりである。 

対象室 排気量(m3/h) Ｅ  

処理室 360  

調整室 4,680  

 

４）次の計算方法によって算定する。 

「人が常時立入る場所における空気中の RI の１週間についての平均濃度」は次式に

より求める。 

  Ａ２ =Ｂ ×Ｃ ×Ｄ /(Ｅ × t ) 

Ａ２ : 人が常時立入る場所における空気中の RI の１週間の平均濃度(Bq/cm3) 

  Ｂ : 表面密度の合算した放射能量 (MBq)  

Ｃ : １週間当たりの最大使用日数 (MBq) Ｃ = 5 である。 

Ｄ : 室内空気中へ飛散する割合(飛散率)  

Ｅ : １時間当りの排気量(m3) 

ｔ : 週間当たりの作業時間（ｈ）  t =週 40 である。 

計算結果 

核種 場所 

表面密度の合

算した放射能

量 Ｂ 

空気中放射性物質濃度 Ａ２ 

(MBq) (Bq/cm3) 

63Ni 処理室 10.7 3.72E-04 

調整室 32.8 8.76E-05 
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ハ） 使用による空気中放射性物質濃度と表面汚染による空気中放射性物質濃度を合算し、

それぞれの核種に空気中濃度限度に対する割合(濃度限度比)は次式により求める。 

  Ｆ＝Ａ／Ｅ 

Ｆ：空気中濃度限度に対する割合(濃度限度比) 

Ｅ：空気中濃度限度(Bq/cm3) 

 

計算結果 

 処理室 

核種 

使用による 

空気中放射

性物質濃度 

Ａ１ 

表面汚染の

空気中放射

性物質濃度 

Ａ２ 

合算した 

空気中放射性物質濃度 

Ａ0 

空気中濃度限度 

Ｅ 

空気中濃度限度

との比  Ｆ 

(Bq/cm3) (Bq/cm3) (Bq/cm3) (Bq/cm3)  

63Ni 6.42E-02 3.72E-04 6.46E-02 7.0E-02 9.2E-01 

3H 2.31E+00  2.31E+00 1.0E+04 2.3E-04 

    合計 0.920 

調整室 

核種 

使用による 

空気中放射

性物質濃度 

Ａ１ 

表面汚染の

空気中放射

性物質濃度 

Ａ２ 

合算した 

空気中放射性物質濃度 

Ａ0 

空気中濃度限度 

Ｅ 

空気中濃度限度

との比  Ｆ 

(Bq/cm3) (Bq/cm3) (Bq/cm3) (Bq/cm3)  

63Ni 4.94E-03 8.76E-05 5.03E-03 7.0E-02 7.2E-02 

3H 1.78E-01  1.78E-01 1.0E+04 1.8E-05 

    合計 0.072 

 

処理室、調整室とも合計が 1 以下であり、「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関

する法律施行規則（昭和３５年９月総理府令第５６号）」を満足していることを確認した。 

また、旭プレシジョンの作業は平成 26 年 12 月の時点で取り扱いを停止しているが、ICRP 

Pub.67 によれば、血中に取り込まれたニッケルの一部は 1200 日の半減期で残留し、尿が主

な排泄経路となることから、念のため、放射線源を扱う機会が最も多かった作業者から尿

サンプルを採取し、液体シンチレーションカウンタで測定した。最後の作業から約 1 年経

過した後の測定であるため検出感度は低いが、コントロール（水道水）と比較して、有意

に高い値は検出されなかった。 
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○ 環境への影響 

 

１．水環境への影響 

管理区域出入口は屋外通路になっており、屋外通路に広がった表面汚染が雨水で流され

た可能性がある。屋外通路に降った雨水は事業所内配管、事業所内側溝を通りめっき排

水の検水槽（18.2m3）へ流れ込んだ後、下水へ放流される。現在、屋外通路上には屋根

を設置し、事業所内配管は撤去、事業所内側溝は除染を行った。 

 屋外通路の汚染がすべて雨水で流されて下水へ流れ込んだとして、その濃度の計算を

行う。なお告示別表第二第六欄の排水中の濃度が 3H に比べ 63Ni の方が厳しい値である

ため全β線を 63Ni として行った。 

 

 屋外通路の面積は 8,880mm×1,220mm ＝ 108,336cm2 

屋外通路で最大の汚染は 5.0E-02Bq/cm2 （添付資料 1-2 No.1） 

 したがって最大の総汚染推定量は 5.0E-02Bq/cm2×108,336cm2 ≒ 5,417Bq  

 旭プレシジョンの下水排水量は 40～50m3あるが安全側に見てその半量の排水に流れ

込んだとすると 

   

        5,417Bq ÷ 2.0E+07cm3 ＝ 2.7E-04 Bq/cm3 

告示別表第二第六欄に定められている排水中濃度（6.0E+00）に比べ十分に小さいこと

を確認した。 

 

２．大気環境への影響 

１）使用数量は許可数量を超えて使用することはない。3H は平成４年に許可使用に関する

軽微な変更に係る変更届を行い、それ以降使用していない。当時は旧法令であるが「国

際放射線防護委員会の勧告（ICRP Pub.60）の取り入れ等による放射線障害防止法関係

法令の改正について（通知）」（平成１２年１０月２３日科学技術庁原子力安全局放射

線安全課長通知）に沿って計算する。 

 

２）排気浄化装置（フィルター）は、HEPA フィルター２台を取り付けている。 

排気設備は、処理室と調整室と同じ系統である。 

 

３）取り扱う線源は次のとおりである。 

63Ni は金或いはニッケル板に電着されたもので金属ニッケルである。 

３H は金上にコーティングされたチタニウム層に吸収されており金属結晶格子間に３H

原子が取り込まれた状態である。 
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４）飛散率は次のとおりとする。 

核種 物理的状態 取扱方法 飛散率 C 

63Ni 固体 グローブボックス内 0.01 

3H 固体 グローブボックス内 0.01 

※ グローブボックスは排気設備に直接接続されておらず、グローブボックス扉の開閉時

の金属粉末の飛散、及びポリエチレンろ紙交換時に金属粉末の脱落を考慮したが、取

り扱っている線源が非密封線源とは言え、金属板状で機械的に切断でもしない限り飛

散する可能性が低い、よって飛散率は、平成 12 年 10 月 23 日科学技術庁原子力安全局

放射線安全課長通知により、0.01 を使用する。 

 

５）排気能力は次のとおりである。 

対象室 排気量(m3/h) ３月間排気量(m3/3 月) Ｅ  

処理室 360 187,200  

調整室 4,680 2,433,600  

合計 5,040 2,620,800  

 

６）HEPA フィルターの透過率は次のとおりである。 

核種 透過率 Ｄ 

HEPA フィルター 

 

63Ni 0.01  

3H 1  

 

７）3月間使用数量は次のとおりである。 

核種  Ｂ 

63Ni 333,000MBq 

3H 
300mci×90 個 

（11,100MBｑ×90 個＝999,000MBq） 

※ 3H は平成３年までしか使用していない。旧法令で３月間使用数量の設定がないため、

１年間使用数量 360 個の 1/4 とした。 

 

８）次の計算方法によって算定する。 

「排気中の RI の３月間についての平均濃度」は次式により求める。 

Ａ =Ｂ ×Ｃ ×Ｄ /Ｅ 

Ａ : 排気口に於ける排気中の RI の 3 月間についての平均濃度(Bq/cm3) 

Ｂ : ３月間使用数量 (MBq) 

Ｃ : 排気中へ飛散する割合(飛散率) 
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Ｄ : フィルター透過率 

Ｅ : ３月間あたりの排気量(m3)  

また、それぞれの核種に空気中濃度限度に対する割合(濃度限度比)は次式により求める。

 Ｇ＝Ａ／Ｆ 

Ｇ：排気中濃度限度に対する割合(濃度限度比) 

Ｆ：排気中濃度限度(Bq/cm3) 

 

計算結果 

核種 

３月間 

使用数量 

Ｂ 

３月間の放射性物質の 

平均濃度 

Ａ 

排気口における 

濃度限度 

Ｆ 

排気中濃度限度との比 

 

Ｇ 

(MBq) (Bq/cm3) (Bq/cm3)  

63Ni 333,000 1.27E-05 3.0E-04 4.2E-02 

3H 999,000 3.81E-03 7.0E+01 5.4E-05 

   合計 0.043 

 

合計 1 以下であり、規則を満足していることを確認した。 

 

３．敷地内への影響 

今回の汚染が建屋外に広がっているかどうか測定により確認したところ、事業所境界にお

いて汚染は認められなかった。（添付資料 3-1） 

 

○ まとめ 

 

以上のことから、人体及び環境への影響は、いずれも法令に定められた値を満足してい

ることを確認した。 

 

○ 今後の方針 

 

許可使用廃止届及び許可届出使用者廃止措置計画届を速やかに提出し、早期に放射線施設

の廃止を行います。 
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